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平成17年7月1日から水道料金を改定させていただきます
“安全で良質な水を安定供給していくために”ご理解、ご協力をお願いします

●料金改定等の概要
◆平均改定率14.73％

◆従量料金の水量区分を5段階から3段階に変更

◆急激な負担の軽減

　主に一般家庭用を中心とする口径20mm以下の従量料金で、使用水量1か月10m3までの水量

区分を残して単価を他の区分より低く設定。使用水量1か月11m3～20m3の単価は据え置き。

◆公衆浴場用の料金は、公衆衛生の推進に寄与していることを考慮し、改定率を7.5％に抑制

◆基本料金は、すべての口径区分で値下げ（平均6％）

◆口座振替割引制度の創設

●水道事業の現状
◆水の使用量の低下に伴い、水道事業を支える水道料金収入は、減少し続け

ています。

◆水道局では、職員数の削減など合理化に努力していますが、水道事業は、水

源の確保はもちろんのこと、浄水場や水道管など大規模な施設を必要とし、

その建設資金については借金に頼らざるを得ません。そして、この借金は、

尼崎市の水道財政は、平成4年以降、水の売上収入が減少しており、このまま推移すると、
平成19年度末には約41億円の赤字になってしまいます。

平均改定率
14.73％

水道料金収入の減少に関わりなく、20年～30年の長期にわたって返済し

ていかなければなりません。阪神水道企業団等の受水費をはじめ、こうした

固定的経費の割合は、現在、総費用の7割近くに達しており、残る3割につ

いても委託料や修繕費など事業運営に欠くことができないものばかりで、経

費削減の余地が非常に少なくなっています。

　水道事業は、使用者の皆さま方の水道料金によって支えられています。今

後とも、「安全で良質な水の安定供給」に努めてまいりますので、ご理解とご

協力をよろしくお願いします。

●近隣都市との料金比較
一般家庭用・口径20mm以下の料金。（下水道使用料は含みません）2か月分消費税込み。

新料金の早見表は裏面です

「口座振替割引制度」について

　水道料金を口座振替の方法により、定例（初

回）の振替日にお支払いいただいた場合に限

り、1回（2か月単位）につき53円を割引きい

たします。（水道料金の額が53円を超えない

ときは、その金額）

　平成17年7月の定例（初回）振替分から実

施します。

●口座振替をご利用いただいているお客様は、

特に手続きの必要はありません。

●口座振替の申し込み中に水道料金の請求が

発生した場合は、納付書によるお支払いとな

りますので、割引は適用されません。

●水道のご使用を中止された際の清算に係る

料金（随時請求分）についても、割引は適用さ

れません。
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2,160 
2,160 
3,609 
5,058 
7,347 
9,636

大阪市 
 

1,995 
1,995 
3,013 
4,032 
5,334 
6,636

川西市 
 

1,806 
2,646 
4,221 
5,796 
8,106 
10,416

猪名川町 
 

1,470 
2,940 
4,515 
6,090 
7,980 
9,870

宝塚市 
 

2,520 
2,520 
3,780 
5,040 
6,615 
8,190

伊丹市 
 

1,260 
1,522 
2,782 
4,252 
5,880 
7,507

芦屋市 
 

2,373 
2,373 
3,633 
4,893 
6,573 
8,253

西宮市 
 

2,184 
2,184 
3,685 
5,187 
6,909 
8,631

神戸市 
 

1,848 
1,848 
3,370 
4,893 
6,520 
8,148

尼崎市  
1,627 
2,100 
3,486 
4,872 
6,783 
8,694

使用水量 

（単位：円）

●料金改定にあたって
　使用者の皆さまに「安全で良質な水を安定供給」していくためには、赤字

の削減に努め、財政の健全化を図ることが、何よりも重要でさし迫った課題

となっています。

　こうした中、昨年11月の公営企業審議会答申に基づき、「当面の財政健全

化策」（平成17年度～19年度）、「中期目標」（目標：平成21年度）、さらに

は「将来に向けた抜本的な構造改革の方向性の検討」などの取り組みを盛り

込んだ「経営健全化計画」（裏面参照）を策定し、一層の経営改善に取り組む

ことといたしました。

　今回、その一環として、一般家庭への急激な負担増とならないよう留意しつ

つ、平均14.73％の料金改定をお願いすることになりました。（詳しくは、次

の「料金改定等の概要」をご参照ください。）
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ウォーターニュース第27号●尼崎市水道局

経営健全化計画の取り組み（概要）
●当面の財政健全化策（平成17年度～19年度）
●職員数16人の削減　（152人を136人に削減、削減率10.5％）

（神崎浄水場運転監視操作業務、水道メーター管理業務の委託化等）
●水源開発の負担に伴う借入金を繰上償還することで支払利息を軽減(7,036万円／3か年)

●中期目標（目標：平成21年度）
●内部管理体制の再構築により職員数をさらに10人削減（約1億円／年）
●阪神水道企業団の受水費の削減（受水量35,000m3／日を削減、1.8億円／年）

●将来に向けた抜本的な構造改革の方向性の検討（長期的課題）
●市域を越えた広域的な水の融通、業務や施設の共同化
●阪神水道企業団構成市との経営の一元化、新たな広域

水道事業体などの検討

※詳しくは、水道局経営管理課へ（電話6489-7405）

＊経営健全化計画は、尼崎市水道局のホームページに掲載しています。

ホームページアドレス http://www.suidou.amagasaki.hyogo.jp

●水道料金・下水道使用料早見表
（口径20mm以下、2か月分消費税込）　　　　　　　　（単位：円）

水道料金
（新）

1,155

1,202

1,249

1,296

1,344

1,391

1,438

1,485

1,533

1,580

1,627

1,674

1,722

1,769

1,816

1,863

1,911

1,958

2,005

2,052

2,100

2,238

2,377

2,515

2,654

2,793

2,931

3,070

3,208

3,347

3,486

下水道
使用料

1,152

1,159

1,165

1,171

1,178

1,184

1,190

1,197

1,203

1,209

1,215

1,222

1,228

1,234

1,241

1,247

1,253

1,260

1,266

1,272

1,278

1,378

1,478

1,578

1,677

1,777

1,877

1,977

2,076

2,176

2,276

合計
金額

2,307

2,361

2,414

2,467

2,522

2,575

2,628

2,682

2,736

2,789

2,842

2,896

2,950

3,003

3,057

3,110

3,164

3,218

3,271

3,324

3,378

3,616

3,855

4,093

4,331

4,570

4,808

5,047

5,284

5,523

5,762

使用水量
（m3）
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水道料金
（新）

3,624

3,763

3,901

4,040

4,179

4,317

4,456

4,594

4,733

4,872

5,063

5,254

5,445

5,636

5,827

6,018

6,209

6,400

6,591

6,783

6,974

7,165

7,356

7,547

7,738

7,929

8,120

8,311

8,502

8,694

下水道
使用料

2,376

2,475

2,575

2,675

2,775

2,874

2,974

3,074

3,174

3,273

3,392

3,511

3,629

3,748

3,867

3,985

4,104

4,223

4,341

4,460

4,579

4,697

4,816

4,935

5,053

5,172

5,290

5,409

5,528

5,646

合計
金額

6,000

6,238

6,476

6,715

6,954

7,191

7,430

7,668

7,907

8,145

8,455

8,765

9,074

9,384

9,694

10,003

10,313

10,623

10,932

11,243

11,553

11,862

12,172

12,482

12,791

13,101

13,410

13,720

14,030

14,340

●新水道料金
（かっこ内は現行料金）　　　　　　　　　　　（1戸2か月分の料金：税抜額）

水道メーター
の口径

20mm以下

25mm

40mm

50mm

75mm

100mm

150mm

200mm

250mm

以上

共用

（1戸につき）

公衆浴場用

臨時用

消防演習用

上記以外の用途

1,100円

（1,180円）

基本料金
従量料金

第1段

使用水量
2,001m3以上
1m3＝318円

（2,001m3以上
　1m3＝270円）

1m3 ＝ 636円（540円）を超えない範囲内で管理者が定める額

※水道料金は、基本料金と従量料金の合計額に100分の105を乗じて得た額になります。
　（1円未満の端数は切り捨て）

使用水量
401m3～　
　2,000m3

1m3＝289円

（401m3～　
　　800m3

　1m3＝242円）
（801m3～　
　　2,000m3

1m3＝256円）

第2段 第3段

使用水量
1m3～20m3

1m3＝45円

（15円）

使用水量
21m3～40m3

1m3＝132円

（132円）

使用水量
1m3～60m3

1m3＝157円

（1m3～40m3  1m3＝132円）
（41m3～60m3  1m3＝153円）

使用水量
1m3～400m3

1m3＝237円

（1m3～200m3  1m3＝199円）
（201m3～400m3  1m3＝227円）

使用水量
1m3～12m3

1m3＝35円

（5円）

使用水量
13m3以上
1m3＝85円

（85円）

1m3＝72円（67円）

1m3＝318円（270円）

10分ごとに550円（590円）

使用水量
41m3～80m3

1m3＝182円

（41m3～60m3

1m3＝153円）
（61m3～80m3

1m3＝170円）

使用水量
81m3以上

1m3＝220円

（81m3以上　
1m3＝187円）

使用水量
61m3～100m3

1m3＝203円

（61m3～80m3

1m3＝170円）
（81m3～100m3

　1m3＝187円）

使用水量
101m3以上
1m3＝240円

（101m3以上
1m3＝204円）

2,440円
（2,560円）

6,440円
（6,720円）

15,280円
（15,920円）

31,920円

（33,260円）

59,960円

（62,480円）

124,800円

（130,040円）

258,400円

（269,240円）

319,400円

（332,740円）

1戸500円

（1戸526円）

－

上記メーター
口径の額

－

新しい料金表は6月下旬に
各ご家庭に配布します。

●水道料金の計算例（一般家庭用：口径20mm以下の場合）
2か月で20m3の水道水を使われた場合

基本料金　1,100円 ------------------------------------------------------------------ ①

従量料金　45円×20m3＝900円 ---------------------------------------------- ②

消　費　税　（①＋②）×0.05＝100円 ------------------------------------------ ③

合　　計　①＋②＋③ ---------------------------------------------------＝2,100円

2か月で40m3の水道水を使われた場合

基本料金　1,100円 ------------------------------------------------------------------ ①

従量料金　(45円×20m3)＋(132円×20m3)＝3,540円------------- ②

消　費　税　（①＋②）×0.05＝232円 ------------------------------------------ ③

合　　計　①＋②＋③ ----------------------------------------------------＝4,872円

悪質な訪問販売業者にご注意を！
　「水道局の方から来た」「水道局に依頼されて
来た」「水質検査をする」などと言って、浄水器
を売りつけたり、給水管の清掃を行い、高額な代
金を請求されるケースがありますのでご注意く
ださい。
　水道局では、皆さまのご依頼なしで、水質検査
や水道設備の点検にうかがうことはありません。
また、浄水器など物品の販売もしていません。

水道局のホームページで、現在ご覧になれます。

ホームページアドレス http://www.suidou.amagasaki.hyogo.jp


